
(証券コード9367)
平成23年６月14日

株 主 各 位
東京都港区芝浦三丁目７番９号

取締役社長 曽 根 好 貞

第62回定時株主総会招集ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

　このたびの東日本大震災被災地の皆様には、心よりお見舞い申し上

げますとともに、一日も早い復興をお祈りいたします。
　さて、当社第62回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、

ご出席くださいますようご案内申し上げます。
　なお、当日ご出席願えない場合は、書面によって議決権を行使することができます

ので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、同封の議決権行使書用

紙に議案に対する賛否をご表示いただき、平成23年６月28日（火曜日）午後５時15分

までに到着するように、ご返送くださいますようお願い申し上げます。

敬 具
記

1. 日 時 平成23年６月29日（水曜日）午前10時

2. 場 所 東京都港区芝浦三丁目16番18号

ホテルJALシティ田町・東京 ３階

3. 目 的 事 項

報 告 事 項 1. 第62期（平成22年４月１日から平成23年３月31日まで）事業
報告、連結計算書類および会計監査人ならびに監査役会の連
結計算書類監査結果報告の件

2. 第62期（平成22年４月１日から平成23年３月31日まで）計算
書類報告の件

決 議 事 項

第１号議案 取締役７名選任の件

第２号議案 監査役２名選任の件

第３号議案 補欠監査役１名選任の件

以 上
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
◎ 当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出く

ださいますようお願い申し上げます。
◎ なお、株主総会参考書類ならびに事業報告、連結計算書類および計算書類に修正

すべき事項が生じた場合には、インターネット上の当社ウェブサイト
（http://www.daito-koun.co.jp/）に掲載させていただきます。
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添付書類
事 業 報 告

（平成22年４月１日から
平成23年３月31日まで）

1. 企業集団の現況に関する事項

　(1) 事業の経過およびその成果

　当連結会計年度におけるわが国経済は、アジアを中心とした世界経済の回復や

政府主導の各種経済政策を受け、一部で景気回復の兆しが見られたものの、円高

の進行およびデフレ経済の長期化、さらには厳しい雇用情勢等の要因から先行き

については依然として不透明感が残り、本格的な景気回復に至っておりません。

　かかる中で平成23年３月11日に発生した東日本大震災は今後の景気動向に大き

な影響を及ぼし、先行きの見通しは大変困難な状況となりました。

　物流業界におきましては、東日本大震災以前は、輸出はアジア・ＥＵ向けを中

心に持ち直しが見られ、輸入に関しても中国・米国を中心に持ち直しの動きが見

られるようになりました。その中で食品は水産物・畜産物ならびに野菜・果実、

その他食品の輸入が総じて回復傾向に転じました。また鋼材の国内物流取扱いに

おいても増加傾向が見られました。

　このような状況の中、当企業集団は積極的な営業活動を実施した結果、当連結

会計年度における連結売上高は前連結会計年度に比較し11.4％増の164億44百万円

となり、連結経常利益は前連結会計年度に比較し53.9％増の４億69百万円となり

ました。また、連結当期純利益は前連結会計年度に比較し101.9％増の２億30百万

円となりました。

　 セグメント別の営業状況は、次のとおりであります。

　 [港湾運送事業および港湾付帯事業]

　港湾運送事業は、港湾施設使用料収入が増加したため、売上高は前連結会計年

度に比較し17.6％増の77億57百万円となりました。

　陸上運送事業は、鋼材のトラック運送料収入が増加したため、売上高は前連結

会計年度に比較し4.8％増の28億61百万円となりました。

　倉庫業は、入出庫作業料収入が増加したため、売上高は前連結会計年度に比較

し3.4％増の29億９百万円となりました。

　通関業は、輸入食品衛生検査料収入が増加したため、売上高は前連結会計年度

に比較し12.2％増の25億38百万円となりました。

　この結果、港湾運送事業および港湾付帯事業の売上高は前連結会計年度に比較

し11.6％増の160億67百万円となりました。
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　 [その他事業]

　その他事業は、構内作業料収入が増加したため、売上高は前連結会計年度に比

較し3.7％増の３億76百万円となりました。

　 セグメント別売上高

　 (単位：千円）

区 分

前連結会計年度

（平成21年４月１日から
平成22年３月31日まで）

当連結会計年度

（平成22年４月１日から
平成23年３月31日まで）

売上高

増 減
（％）金 額 構成比

（％）
金 額 構成比

（％）

港 湾 運 送 事 業 6,597,192 44.7 7,757,768 47.2 17.6

陸 上 運 送 事 業 2,730,015 18.5 2,861,334 17.4 4.8

倉 庫 業 2,812,798 19.0 2,909,795 17.7 3.4

通 関 業 2,262,921 15.3 2,538,513 15.4 12.2

港湾運送事業および港湾付帯事業 14,402,928 97.5 16,067,411 97.7 11.6

そ の 他 事 業 363,484 2.5 376,833 2.3 3.7

合 計 14,766,412 100.0 16,444,245 100.0 11.4

（2）対処すべき課題

来期の景気見通しにつきましては、期後半こそ東日本大震災に対する復興

需要や今後新たに打ち出されるであろう各種政策効果などを背景に、景気の

持ち直しが期待されておりますが、期前半は東日本大震災による生産活動の

低下、消費活動の低迷により厳しい状況が続くものと予想されます。

　かかる環境下、当社業績との関係が強い食品の輸入に関しましては消費マ

インドと雇用市場の低迷により伸展は難しく、鋼材の国内物流取扱いにおき

ましても激しい主原料の価格改定により不透明感を増しており、今後の当企

業集団を取り巻く環境は厳しい状況が続くものと思われます。

　このような状況のもと、当企業集団は来期（平成24年３月期）を初年度と

した３ヵ年の「第４次中期経営計画」を策定し、「お客さま信頼度ナンバーワ

ンを目指して」を経営ビジョンとして全社一丸となって躍動してまいります。

　株主の皆様には今後とも引き続き一層のご支援を賜りますようよろしくお

願い申し上げます。

　(3) 資金調達の状況

　 特記すべき事項はありません。
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　(4) 設備投資の状況

当期におきましては主として業務基幹システムのより一層の迅速化・効率

化を図ることを目的とし、新システム構築に対する設備投資を行い、その総

額は439,116千円でありました。

　(5) 財産および損益の状況の推移

(単位：千円)

区 分
第 59 期

（平成19年４月１日から
平成20年３月31日まで）

第 60 期

（平成20年４月１日から
平成21年３月31日まで）

第 61 期

（平成21年４月１日から
平成22年３月31日まで）

第 62 期

（平成22年４月１日から
平成23年３月31日まで）

売 上 高 15,789,078 16,013,586 14,766,412 16,444,245

経 常 利 益 748,369 689,229 305,239 469,779

当 期 純 利 益 14,813 387,123 113,987 230,092

１株当たり当期純利益 1円58銭 41円24銭 12円14銭 24円51銭

総 資 産 9,173,265 9,176,998 8,831,847 9,261,440

純 資 産 2,684,622 2,905,590 2,994,622 3,141,562

― 4 ―

定時株主総会招集通知 （宝印刷）  2011年06月01日 16時06分 $FOLDER; 4ページ （Tess 1.40 20110126_02）



　(6) 重要な子会社の状況

会 社 名 資 本 金 出資の比率 主 要 な 事 業 内 容

千円 ％

大 東 運 輸 倉 庫 株 式 会 社 42,000 100 倉庫業、陸上運送事業

株 式 会 社 大 東 物 流 機 工 300,000 100 陸上運送事業

大東港運(江陰)儲運有限公司 185,000 100 倉庫業

株式会社ダイトウサービス 20,000 100 構内作業および倉庫荷役業、
荷役機械・器具リース業

　(7) 主要な事業内容

港湾運送事業、陸上運送事業、倉庫業、通関業、海運代理店業、構内作業およ

び倉庫荷役業、損害保険代理業、荷役機械・器具リース業

　(8) 主要な事業所

　 ① 当社本社 東京都港区芝浦三丁目７番９号

　 ② 当社の主要な事業所

事 業 所 名 所 在 地

横 浜 支 店 横浜市中区

川 崎 支 店 川崎市川崎区

京 葉 支 店 千葉県船橋市

大 阪 支 店 大阪市港区

神 戸 営 業 所 神戸市中央区

福 岡 営 業 所 福岡市博多区
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　 ③ 子会社の主要な事業所

事 業 所 名 所 在 地

大東運輸倉庫株式会社 神奈川県相模原市

株式会社大東物流機工 千葉県船橋市

大東港運（江陰）儲運有限公司 中国江蘇省江陰市

株式会社ダイトウサービス 千葉県船橋市

　(9) 従業員の状況

従 業 員 数 前期末比増減 平 均 年 令 平均勤続年数

名 名 才 年

男 子 255 減 ２ 41.0 13.9

女 子 66 - 35.2 9.6

合 計 ま た は 平 均 321 減 ２ 39.8 13.0

　(注) 従業員数は、就業人員であり、臨時従業員を含んでおりません。

　(10)主要な借入先

借 入 先 借 入 金 残 高

千円

株 式 会 社 三 菱 東 京 Ｕ Ｆ Ｊ 銀 行 739,000

株 式 会 社 み ず ほ 銀 行 648,500

株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行 503,500

株 式 会 社 り そ な 銀 行 246,000

株 式 会 社 横 浜 銀 行 175,681

日 本 生 命 保 険 相 互 会 社 58,000

　(11)その他企業集団の現況に関する重要事項

　 特記すべき事項はありません。
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2. 会社の株式に関する事項

(1) 発行可能株式総数 37,589,000株
(2) 発 行 済 株 式 総 数 9,386,507株 (自己株式2,493株を除く）
(3) 株 主 数 548名
(4) 大 株 主

株 主 名 持 株 数 持 株 比 率
株 ％

協 友 商 事 株 式 会 社 1,275,000 13.58

株 式 会 社 住 友 倉 庫 796,000 8.48

富 士 火 災 海 上 保 険 株 式 会 社 700,000 7.45

曽 根 好 貞 698,000 7.43

神 鋼 物 流 株 式 会 社 600,000 6.39

横 浜 冷 凍 株 式 会 社 438,000 4.66

大 東 港 運 社 員 持 株 会 392,000 4.17

田 中 孝 一 300,000 3.19

日 塩 株 式 会 社 294,000 3.13

大 東 港 運 取 引 先 持 株 会 277,000 2.95

(注) 1. 持株数は千株未満を切り捨てて表示しております。
2. 持株比率は自己株式を控除して計算しております。
3. 持株比率については、表示単位未満を切り捨てて表示しております。

3. 会社役員に関する事項

　(1) 取締役および監査役の氏名等

氏 名 地位、担当および重要な兼職の状況

曽 根 好 貞 代表取締役社長、通関総括管理室、法令監査室担当

吉 田 敏 夫 専務取締役、内部監査室担当

敦 賀 照 光 ☆
取締役（業務・通関部門、横浜支店、川崎支店、京葉支店
管掌）兼執行役員（業務部、通関第一部、通関第二部担当、
通関総括管理室長）

相 島 正 宏 取締役、神鋼物流株式会社取締役

小野寺 哲 男 ☆
取締役（営業部門、大阪支店管掌）兼執行役員（大阪支店
担当、営業第四部長）

荻 野 哲 司 ☆
取締役（管理部門管掌）兼執行役員（管理部、経理部担当、
社長室長）

佐 藤 洋 史 常勤監査役

福 田 忠 監査役

宮 本 朝 夫 監査役
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　(注) 1. 相島正宏氏は、社外取締役であります。
2. 佐藤洋史、福田 忠および宮本朝夫の３氏は、社外監査役であります。
3. 佐藤洋史氏は大阪証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反

が生じるおそれのない独立役員であります。
4. 常勤監査役佐藤洋史氏は損害保険会社で監査役として培われた専門的

な知識・経験等を有しております。
5. 監査役福田 忠および宮本朝夫の両氏は、銀行業務の経験から財務面

に対する高い見識を有しております。
6. 平成22年６月29日開催の第61回定時株主総会終結の時をもって、高橋

康秀および中丸英実の両氏は任期満了により取締役を退任いたしまし
た。

7. 平成22年６月29日付をもって、取締役の担当を次のとおり変更いたし

ました。

取締役社長
(代表取締役)

曽 根 好 貞

専務取締役 吉 田 敏 夫 内部監査室担当

取 締 役 敦 賀 照 光 業務・通関部門、横浜支店、川崎支店、

京葉支店管掌

取 締 役 小野寺 哲 男 営業部門、大阪支店管掌、営業第四部長

取 締 役 荻 野 哲 司 管理部門管掌、社長室長

8. 当社は平成22年７月１日付で執行役員制度を導入しております。
表中の☆は執行役員兼務を示しております。
なお、平成23年３月31日現在の取締役兼務者以外の執行役員の役位、担当
は以下のとおりであります。
●取締役兼務者以外の執行役員

氏 名 役 位 担 当

藤 井 久 雄 上席執行役員 総合企画部長、法令監査室長

日 下 部 正 執 行 役 員 営業第一部長、営業第二部長

持 田 哲 夫 執 行 役 員 営業第三部長

北 田 寿 男 執 行 役 員
営業第六部、営業第七部担当、営業第五
部長

鈴 木 栄 次 執 行 役 員 川崎支店、京葉支店担当、横浜支店長
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　(2) 取締役および監査役の報酬等の額

　 取締役 ７名 118,245千円

　 監査役 ３名 17,232千円 (うち社外 ３名 17,232千円）

　(注) 期末現在の人員数は取締役 ６名、監査役 ３名であります。なお社外取締
役１名は無報酬であります。

　(3) 社外役員に関する事項

　 ① 重要な兼職先と当社との関係

1）取 締 役 相 島 正 宏

　1.他の法人等の業務執行取締役等の兼職状況

　 取締役相島正宏氏は神鋼物流株式会社の取締役であります。

なお、神鋼物流株式会社は当社の運送等の取引先であります。

　2.他の法人等の社外役員との兼職状況

　 該当ありません。

　 2）監 査 役 佐 藤 洋 史

　1.他の法人等の業務執行取締役等の兼職状況

　 該当ありません。

　2.他の法人等の社外役員との兼職状況

　 該当ありません。

　 3）監 査 役 福 田 忠

　1.他の法人等の業務執行取締役等の兼職状況

　 該当ありません。

　2.他の法人等の社外役員との兼職状況

　 該当ありません。

　 4）監 査 役 宮 本 朝 夫

　1.他の法人等の業務執行取締役等の兼職状況

　 該当ありません。

　2.他の法人等の社外役員との兼職状況

　 該当ありません。
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　 ② 当事業年度における主な活動状況

　 1) 取 締 役 相 島 正 宏

主な活動状況

　当期開催の取締役会７回中５回に出席し、議案審議等に必要な発言を適

宜行っております。

　 2) 監 査 役 佐 藤 洋 史

主な活動状況

　当期開催の取締役会７回全てに出席し、また、監査役会13回全てに出席

し、議案審議等に必要な発言を適宜行っております。

　 3) 監 査 役 福 田 忠

主な活動状況

　当期開催の取締役会７回全てに出席し、また、監査役会13回全てに出席

し、議案審議等に必要な発言を適宜行っております。

　 4) 監 査 役 宮 本 朝 夫

主な活動状況

　当期開催の取締役会７回全てに出席し、また、監査役会13回全てに出席

し、議案審議等に必要な発言を適宜行っております。

　 ③ 責任限定契約の内容の概要

　 該当事項はありません。
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4. 会計監査人に関する事項

　(1) 会計監査人の名称

　 新日本有限責任監査法人

　(2) 当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額

① 当事業年度に係る報酬等の額

30,000千円

② 当社および子会社が支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額

31,500千円

(注) 当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融
商品取引法に基づく監査の監査報酬の額を区分しておりませんので、①の
金額には金融商品取引法に基づく監査の報酬等の額を含めております。

（3）非監査業務の内容

　当社は会計監査人に対して、公認会計士法第２条第１項の業務以外の業務（非

監査業務）である「新システムの本番稼働における全般統制の助言業務」に対し

1,500千円を支払っております。

　(4) 会計監査人の解任または不再任の決定の方針

　当社は、会社法第340条第１項に定める監査役会による会計監査人の解任のほ

か、原則として、会計監査人が職務を適切に遂行することが困難と認められる場

合には、監査役会の同意または請求により、会計監査人の解任または不再任に関

する議案を株主総会に上程いたします。

　(5) 責任限定契約の内容の概要

　 該当事項はありません。
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5. 会社の体制及び方針

(1) 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するため

の体制その他業務の適正を確保するための体制

① 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するた

めの体制

イ．「法令遵守規定」における遵守事項（行動基準）並びに「就業規則」におい

て、全役職員に法令並びに社内規定等の遵守の徹底を図り、年１回、当社

グループに従事する全役職員・臨時雇用者より徴求する「誓約書」におい

て法令等を遵守する旨の誓約を求めることとします。

ロ．法令並びに社内規定等の遵守状況の検証を行うため「コンプライアンス・

リスク委員会」を設け、また上部組織として当社グループ全体を統括する

ための「コンプライアンス・リスク全社統括委員会」を設けることとしま

す。同委員会での協議内容は定期的に経営会議並びに取締役会に報告する

こととします。

ハ. 内部監査室は、内部監査規定に基づき業務全般における法令並びに社内規

定等の遵守状況、職務の執行手順及び執行状況について定期的に内部監査

を実施し、問題点の把握、改善を要する事項を代表取締役社長に報告する

こととします。

ニ. 法令監査室は、輸出入関連業務に係る法令遵守規定に基づき輸出入関連業

務全般における法令並びに社内規定等の遵守状況、職務の執行手順及び執

行状況について定期的に監査を実施し、問題点の把握、改善を要する事項

を代表取締役社長に報告することとします。

　 ② 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

イ．取締役の職務の執行に係る情報・文書の取扱いは、「内部情報及び内部者取

引管理規定」、「情報管理・秘密保持規定」、「文書管理規定」等の社内規定

並びに各基準書等に従い、適切に保存及び管理を行うこととします。なお、

必要に応じてその運用状況の検証、各規定の見直し等を行うこととします。

ロ．取締役及び監査役は、当該情報・文書を常時閲覧できるものとし、検索・

閲覧が迅速かつ適切に行われるよう保存管理の整備に努めることとします。

　 ③ 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

イ．「コンプライアンス・リスク委員会」において全役職員にリスクに対する意

識の向上を促し、リスク管理体制の強化に努めます。また各部署長が当委

員会の部署委員長として、常に自部署の対応状況を把握し、定期的または

必要に応じて開催する当委員会に報告し、対応・改善策を協議し、リスク

の早期発見と迅速かつ適切な改善等の対応を行うこととします。
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ロ．各部署は「職務権限規定」に基づき付与された権限において、リスクの発

生を未然に防ぐ体制とし、万一リスクが顕在化した場合は迅速かつ適切な

改善等の対応を行うこととします。ただし、重大なリスクや全社横断的な

リスクは各部署長が速やかにコンプライアンス・リスク委員会に報告し、

対応・改善策を協議することとします。

ハ．リスクの内在及びリスク管理体制の有効性について内部監査を行います。

また、内部監査において発見されたリスクは、コンプライアンス・リスク

委員会及び当該部署長に連絡され、委員会並びに当該部署は迅速かつ適切

な改善等の対応を行うこととします。

　 ④ 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

イ．取締役会は「取締役会規定」に基づき、定時取締役会を３ヶ月に１回開催

し、必要に応じて臨時取締役会を開催するものとし、法令等で定められた

事項、経営に関する重要事項を決定するとともに、取締役の職務の執行を

監督するものとします。

ロ．経営会議は「経営会議規定」に基づき、常勤取締役及び執行役員で構成し、

毎月２回定時に開催するほか、必要に応じて随時開催し、迅速な意思決定、

情報の共有化、業務執行状況が把握できる体制を執るものとします。また、

意思決定等の重要事項は各部署長に伝達され、各部署長は伝達事項等に基

づき各部署の業務を執行するものとします。

ハ．職務執行を効率的かつ適正に行うため、当社の基本理念並びに経営方針に

則った中期経営計画を策定します。また中期経営計画を具現化するため各

部署の業績目標値等を設定した単年度計画を策定し、経営会議及び部署長

会議において目標の進捗状況が報告されます。

⑤ 財務報告の信頼性を確保するための体制

イ. 当社並びに当社グループの財務報告の信頼性を確保するため、会計基準そ

の他関連する諸法令を遵守するとともに、「経理規定」等の社内規定を整備

し、財務報告において不正・誤謬が発生するリスクの管理に務め、定期的

に予防・牽制機能を評価し、不備があれば是正する体制を構築していくも

のとします。

ロ．内部監査室は、財務報告に係る内部統制プロセスについて監査を行います。

監査において是正・改善を要する事項が発見された場合は、主管部署並び

に関係部署が対策を講じることとします。

⑥ 当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

イ. 子会社においても当社同様、定時取締役会を３ヶ月に１回開催し、必要に

応じて臨時取締役会を開催するものとし、法令等で定められた事項、経営

に関する重要事項を決定するとともに、取締役の職務の執行を監督するも

のとします。

― 13 ―

定時株主総会招集通知 （宝印刷）  2011年06月01日 16時06分 $FOLDER; 13ページ （Tess 1.40 20110126_02）



ロ．子会社の経営については自主性を尊重しつつ、当社から最低１名以上の取

締役または監査役を派遣し、当社の経営方針・意思決定事項を伝達すると

ともに、子会社が適正に運営されていることを確認するものとします。

ハ．当社社長及び子会社社長で構成する社長会を年１回定時に開催するほか、

必要に応じて随時開催するものとし、子会社社長に当社の経営方針の理解

を求めるとともに、当社グループの連携強化を図るものとします。

ニ．子会社においても、当社グループの中期経営計画を具現化するため単年度

計画を策定し、業績目標値を定め、毎月の業績の進捗状況等を当社経営会

議に報告するものとします。

ホ．子会社は、当社「関係会社管理規定」、「連結財務諸表作成のための関係会

社の統一経理規定」及び基準書等に従い、経理業務の基準を当社グループ

で統一するものとします。

また、子会社は毎月当社経理部に財務諸表等を報告し、経理部では内容の

検証を行うこととします。

⑦ 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該

使用人に関する体制及び監査役がその職務を補助すべき使用人の取締役から

の独立性に関する事項

イ．社長室、内部監査室、通関総括管理室、法令監査室、総合企画部、管理部

及び経理部は、監査役からの要請に応じて監査役の職務を補助するものと

します。

ロ．監査役会の職務を補助する事務局には、最低１名以上の使用人を任命する

ものとします。また、事務局に任命された使用人は、事務局の執務にあた

っては他の執務等に優先して行うものとし、取締役及び当該使用人の上司

となる使用人は、当該使用人の事務局の執務を妨げないこととします。

ハ．監査役の職務を補助する事務局に任命される使用人の人事に関しては、監

査役と事前協議のうえで行うこととします。

ニ．内部監査室は、監査役の要請による監査を他の監査に優先して行うものと

し、取締役及び当該部署の上司となる使用人は、監査役の要請による監査

を妨げないこととします。

⑧ 取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他監査役への報告に

関する体制

イ．監査役は、取締役会、経営会議に出席し重要な検討事項、意思決定の内容

を確認することとします。また、監査役はコンプライアンス・リスク全社

統括委員会等の重要な会議に出席して検討・決定事項の内容を確認するか、

会議の内容・結果の報告を受けるものとします。
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ロ．取締役及び使用人は、重要事項の発生または当社及び当社グループに重大

な影響を及ぼす恐れのある事項が発生した場合は、その内容を速やかに監

査役に報告するものとします。

ハ．その他監査役が必要と認めた事項について、取締役及び使用人は可及的速

やかに報告を行うものとします。

　 ⑨ その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

イ．監査役と代表取締役社長は、定期的にまたは必要に応じて会合を開催し、

経営方針その他必要事項について相互理解を深めるものとします。

ロ．内部監査室は、内部監査計画及び監査結果を監査役に報告し、監査の連携

強化に努めるものとします。

ハ．全役職員は、監査役が必要に応じて弁護士・会計監査人等から、監査業務

に必要な助言を受ける機会を妨げてはならないものとします。

⑩ 反社会的勢力排除に向けた体制

イ．当社及び当社グループは、「法令遵守規定」において社会・政治との適正な

関係を保つため「反社会的勢力並びに反社会的勢力と関係のある取引先と

は取引を行わず、不当な要求等に屈しない」旨を規定しており、全役職員

はこれらとの関係を一切遮断し、不当な要求等に対して毅然とした対応を

行うこととします。

ロ．管理部を反社会的勢力の対応を統括する部署とし、情報を集約し一元的に

管理するとともに、万一、反社会的勢力から不当要求を受けた時に適切な

助言、協力を得ることができるよう平素より警察、弁護士等の外部専門機

関との連携強化を図ります。

　(2) 会社の支配に関する基本方針

　当社では、会社の財務及び事業の方針の決定を支配する者のあり方に関する基

本方針については、特に定めておりません。

　(3) 剰余金の配当等の決定に関する方針

　当社は、株主の皆様への長期的な利益還元を重要な課題と考え、安定的な配当

を行うことを基本としております。

　加えて、経営基盤の整備状況や業績動向を踏まえ、適切な配当水準を継続的に

維持することにより、株主の皆様のご期待に応えてまいりたいと考えております。

　平成23年３月期の期末配当につきましては、平成23年５月19日開催の取締役会

において前年実績と同様に、１株当たり７円00銭と決議させていただきました。

　また、内部留保につきましては、財務の健全性に留意しつつ、今後の事業展開

を踏まえた投資原資として備えることとしており、次のとおり決議させていただ

きました。
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① 決議された期末配当に関する事項

　 イ 株主に対する配当財産の割当てに関する事項およびその総額

　 当社普通株式１株につき金７円 総額 65,705,549円

　 ロ 剰余金の配当が効力を生ずる日

　 平成23年６月30日

② 決議された剰余金の処分に関する事項

　 イ 増加する剰余金の項目およびその額

　 別途積立金 150,000,000円

　 ロ 減少する剰余金の項目およびその額

　 繰越利益剰余金 150,000,000円

本事業報告中の記載金額については、単位未満の端数を切り捨てて表示しております。

― 16 ―

定時株主総会招集通知 （宝印刷）  2011年06月01日 16時06分 $FOLDER; 16ページ （Tess 1.40 20110126_02）



連 結 貸 借 対 照 表

(平成23年３月31日現在)

(単位：千円)

科 目 金 額 科 目 金 額

(資 産 の 部) 9,261,440 (負 債 の 部) 6,119,877

流 動 資 産 5,243,191 流 動 負 債 3,572,833

現 金 及 び 預 金 2,001,527 支払手形及び営業未払金 1,622,725

受取手形及び営業未収入金 2,593,450 短 期 借 入 金 1,164,663

た な 卸 資 産 185,597 リ ー ス 債 務 27,637

前 払 費 用 34,512 未 払 法 人 税 等 173,470

未 収 入 金 3,365 未 払 費 用 163,825

繰 延 税 金 資 産 121,968 賞 与 引 当 金 219,173

そ の 他 320,013 そ の 他 201,336

貸 倒 引 当 金 △ 17,244 固 定 負 債 2,547,044

固 定 資 産 4,018,248 長 期 借 入 金 1,206,018

有 形 固 定 資 産 1,996,520 リ ー ス 債 務 51,613

建 物 及 び 構 築 物 444,522 再評価に係る繰延税金負債 213,666

機 械 装 置 及 び 運 搬 具 7,191 退 職 給 付 引 当 金 938,886

土 地 1,412,637 役 員 退 職 慰 労 引 当 金 1,590

リ ー ス 資 産 75,400 長 期 未 払 金 92,990

そ の 他 56,768 そ の 他 42,279

無 形 固 定 資 産 620,245

ソ フ ト ウ ェ ア 421,612

電 話 加 入 権 10,820

施 設 利 用 権 187,812 (純 資 産 の 部) 3,141,562

投資その他の資産 1,401,482 株 主 資 本 3,136,997

投 資 有 価 証 券 386,691 資 本 金 856,050

長 期 貸 付 金 41,461 資 本 剰 余 金 625,295

破 産 更 生 債 権 等 167,955 利 益 剰 余 金 1,656,562

長 期 前 払 費 用 14,510 自 己 株 式 △ 909

繰 延 税 金 資 産 360,736 その他の包括利益累計額 4,564

そ の 他 593,493 その他有価証券評価差額金 △ 811

貸 倒 引 当 金 △ 163,365 土 地 再 評 価 差 額 金 3,885

為 替 換 算 調 整 勘 定 1,490

資 産 合 計 9,261,440 負 債 純 資 産 合 計 9,261,440
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連 結 損 益 計 算 書

(平成22年４月１日から平成23年３月31日まで)

(単位：千円)

科 目 金 額

営 業 収 益 16,444,245

営 業 原 価 12,822,696

営 業 総 利 益 3,621,548

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 3,114,610

営 業 利 益 506,938

営 業 外 収 益 31,607

受 取 利 息 6,204

受 取 配 当 金 6,028

受 取 保 険 金 2,927

受 取 地 代 家 賃 3,974

負 の の れ ん 償 却 額 3,720

そ の 他 8,751

営 業 外 費 用 68,766

支 払 利 息 46,911

複 合 金 融 商 品 評 価 損 8,427

そ の 他 13,428

経 常 利 益 469,779

特 別 利 益 1,848

固 定 資 産 売 却 益 297

投 資 有 価 証 券 売 却 益 1,550

特 別 損 失 53,110

固 定 資 産 除 却 損 1,301

投 資 有 価 証 券 評 価 損 35,739

災 害 に よ る 損 失 8,000

ゴ ル フ 会 員 権 評 価 損 1,350

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 6,720

税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 418,516

法 人 税、 住 民 税 及 び 事 業 税 227,493

法 人 税 等 調 整 額 △ 39,068

少数株主損益調整前当期純利益 230,092

当 期 純 利 益 230,092
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連結株主資本等変動計算書

(平成22年４月１日から平成23年３月31日まで)

(単位：千円)

株 主 資 本

資 本 金 資本剰余金 利益剰余金 自 己 株 式 株主資本合計

平成22年３月31日 残高 856,050 625,295 1,492,175 △ 909 2,972,610

連結会計年度中の変動額

剰 余 金 の 配 当 △ 65,705 △ 65,705

当 期 純 利 益 230,092 230,092

株主資本以外の項目の
連結会計年度中の
変 動 額 (純 額)

連結会計年度中の
変 動 額 合 計

- - 164,387 - 164,387

平成23年３月31日 残高 856,050 625,295 1,656,562 △ 909 3,136,997

その他の包括利益累計額
少数株主
持 分

純資産合計そ の 他
有 価 証 券
評価差額金

土地再評価
差 額 金

為替換算
調整勘定

その他の包括利益
累計額合計

平成22年３月31日 残高 13,148 3,885 4,978 22,011 - 2,994,622

連結会計年度中の変動額

剰 余 金 の 配 当 △ 65,705

当 期 純 利 益 230,092

株主資本以外の項目の
連結会計年度中の
変 動 額 (純 額)

△13,959 △ 3,487 △ 17,447 - △ 17,447

連結会計年度中の
変 動 額 合 計

△13,959 - △ 3,487 △ 17,447 - 146,940

平成23年３月31日 残高 △ 811 3,885 1,490 4,564 - 3,141,562
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連 結 注 記 表

１．連結計算書類作成のための基本となる重要な事項

　(1) 連結の範囲に関する事項

① 連結子会社の状況

連結子会社の数 　４社

主要な連結子会社の名称 大東運輸倉庫㈱

㈱大東物流機工

大東港運（江陰）儲運有限公司

㈱ダイトウサービス

　

　前連結会計年度末において当社の連結子会社であった東京運輸倉庫㈱は、

平成22年４月１日付で、当社の連結子会社である大東運輸倉庫㈱を存続会社

とする吸収合併を行ったことに伴い、消滅いたしました。

② 主要な非連結子会社の状況

主要な非連結子会社の名称 ㈲ダイトウ保険センター

③ 連結の範囲から除いた理由 ㈲ダイトウ保険センターは総資産、売上高、

当期純損益及び利益剰余金（持分に見合う額）

等がいずれも、連結計算書類に重要な影響を

及ぼしていないので連結の範囲から除外して

おります。

　(2) 持分法の適用に関する事項

　 ① 持分法を適用した非連結子会社及び関連会社の状況

　 持分法適用の非連結子会社または関連会社はありません。

　 ② 持分法を適用しない非連結子会社及び関連会社の状況

主要な会社の名称 ㈲ダイトウ保険センター

③ 持分法を適用しない理由 子会社である、㈲ダイトウ保険センターは当

期純損益及び利益剰余金（持分に見合う額）

等からみて、持分法の対象から除いても連結

計算書類に及ぼす影響が軽微であり、かつ、

全体としても重要性がないため、持分法の適

用範囲から除外しております。
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２．会計方針等

　(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

　 その他有価証券

時価のあるもの 決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差

額は、全部純資産直入法により処理し、売却

原価は、移動平均法により算定）

時価のないもの 移動平均法による原価法

(2) デリバティブ 時価法

　(3) たな卸資産の評価基準及び評価方法

① 仕掛作業支出金 個別法による原価法

（貸借対照表価額は、収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）

② 貯 蔵 品 最終仕入原価法

（貸借対照表価額は、収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）

　(4) 固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産（リース資産を除く）

主として定率法

ただし、親会社の大阪支店サントリー物流セ

ンター・東扇島倉庫B棟に属する有形固定資産

及び平成10年４月１日以降に取得した建物

（建物附属設備を除く）は定額法。

なお、耐用年数は以下のとおりです。

　 建物及び構築物 ３～40年
② 無形固定資産（リース資産を除く）

定額法

③ リース資産 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零と

する定額法を採用しております。なお、リー

ス物件の所有権が借主に移転するものと認め

られる以外のファイナンス・リース取引のう

ち、リース取引開始日が企業会計基準第13号

「リース取引に関する会計基準」の適用初年度

開始前のリース取引については、通常の賃貸

借取引に係る方法に準じた会計処理によって

おります。
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　(5) 引当金の計上基準

① 貸 倒 引 当 金 債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般
債権については貸倒実績率により、貸倒懸念
債権等特定の債権については個別に回収可能
性を勘案し、回収不能見込額を計上しており
ます。

② 賞 与 引 当 金 従業員に対して支給する賞与の支出に充てる
ため、将来の支給見込額のうち当連結会計年
度の負担額を計上しております。

③ 退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、当連結会計
年度末における退職給付債務及び年金資産の
見込額に基づき当連結会計年度末において発
生していると認められる額を計上しておりま
す。
なお、会計基準変更時差異（1,022,835千円）
については15年による按分額を費用処理して
おります。
数理計算上の差異については、各期の発生時
における従業員の平均残存勤務期間以内の一
定の年数（10年）による按分額をそれぞれ発
生の翌連結会計年度より費用処理しておりま
す。

④ 役員退職慰労引当金 子会社の役員退職慰労金の支出に備えるため、
内規に基づく当連結会計年度末要支給額を計
上しております。

　(6) その他連結計算書類の作成のための重要な事項
① ヘッジ会計の方法 繰延ヘッジによっております。

なお、金利スワップについては特例処理の要
件を満たす場合は特例処理を採用しておりま
す。

② 消費税等の会計処理 税抜方式を採用しております。
(7) 負ののれんの償却に関する事項

５年間の均等償却を行っております。

会計方針の変更
　 （資産除去債務に関する会計基準等）

当連結会計年度より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第
18号 平成20年３月31日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」
（企業会計基準適用指針第21号 平成20年３月31日）を適用しております。
　これにより、当連結会計年度の営業利益、経常利益がそれぞれ420千円減少
し、税金等調整前当期純利益が7,140千円減少しております。
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　 （企業結合に関する会計基準等）

当連結会計年度より、「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号
平成20年12月26日）、「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号
平成20年12月26日）、「『研究開発費等に係る会計基準』の一部改正」（企業会
計基準第23号 平成20年12月26日）、「事業分離等に関する会計基準」（企業会
計基準第７号 平成20年12月26日）、「持分法に関する会計基準」（企業会計基
準第16号 平成20年12月26日公表分）及び「企業結合会計基準及び事業分離
等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号 平成20年12月
26日）を適用しております。

表示方法の変更
会社計算規則の改正に伴い、当連結会計年度より連結貸借対照表及び連結

株主資本等変動計算書における「評価・換算差額等」は「その他の包括利益
累計額」として表示する方法に変更しております。

会社計算規則の改正に伴い、当連結会計年度より連結損益計算書において
「少数株主損益調整前当期純利益」の科目を表示する方法に変更しておりま
す。

３．連結貸借対照表に関する注記

(1) 有形固定資産の減価償却累計額 　 949,508千円

(2) 担保に供している資産 建 物 及 び 構 築 物 338,994千円

土 地 1,412,512千円

投 資 有 価 証 券 51,667千円

計 1,803,173千円

(上記に対応する債務）

長 期 借 入 金 1,115,000千円

短 期 借 入 金 918,500千円

計 2,033,500千円

　(3) 事業用土地の再評価
 「土地の再評価に関する法律」（平成10年３月31日公布法律第34号）及び「土地
の再評価に関する法律の一部を改正する法律」（平成11年３月31日公布法律第24
号）に基づき、平成12年３月31日に事業用土地の再評価を行い、土地再評価差額
金を純資産の部に再評価に係る繰延税金負債を負債の部に計上しております。

　 (再評価の方法）
 「土地の再評価に関する法律施行令」（平成10年３月31日公布政令第119号）第２
条第１項に定める算定方法により路線価または固定資産税評価額に基づいて算出
しております。
　なお、同法律第10条に定める再評価を行った土地の当連結会計年度末における
時価評価額（796,213千円）と再評価後の帳簿価額（1,412,637千円）との差額は
616,424千円であります。
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４．連結株主資本等変動計算書に関する注記

(1) 発行済株式の種類及び総数 普 通 株 式 9,389,000株
　(2) 当連結会計年度中に行った剰余金の配当に関する事項

決議 株式の種類
配当金の総額

(千円)
１株当たり
配当額(円)

基 準 日 効力発生日

平成22年５月19日
取締役会

普通株式 65,705 7.00 平成22年３月31日 平成22年６月30日

　(3) 当連結会計年度の末日後に行う剰余金の配当に関する事項

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額

(千円)
１株当たり
配当額(円)

基 準 日 効力発生日

平成23年５月19日
取締役会

普通株式 利益剰余金 65,705 7.00 平成23年３月31日 平成23年６月30日

５.金融商品に関する注記

1.金融商品の状況に関する事項

当企業集団は、経営計画に照らして必要な資金を銀行等金融機関からの借入

（主として長期）により調達し、資金運用については、安全性の高い定期預金等で

一時的余資を運用しております。

　受取手形及び営業未収入金に係る各顧客の信用リスクは、与信及び期日管理を

するとともに財務状況等の悪化等による回収懸念の早期把握によりリスクの軽減

を図っております。

　また、投資有価証券は主として株式であり、上場株式については四半期ごとに

時価の把握を行っております。

借入金の使途は運転資金・設備投資資金であり、一部の長期借入金の金利変動リ

スクに対して金利スワップ取引を実施して支払利息の固定化を実施しております。

　なお、デリバティブは資金管理規定に従い、投機的な取引は行わないこととし

ております。
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2.金融商品の時価等に関する事項

平成23年３月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額につ

いては、次のとおりであります。

　 （単位：千円）

連結貸借対照表計上額(*1） 時価（*1） 差 額

(1)現金及び預金 2,001,527 2,001,527 -

(2)受取手形及び営業未収入金 2,593,450 2,593,450 -

(3)投資有価証券

　 その他有価証券（*２） 329,451 329,451 -

(4)支払手形及び営業未払金 （1,622,725）（1,622,725） -

(5)短期借入金 （ 550,000）（ 550,000） -

(6)長期借入金 （1,820,681）（1,826,007） 5,326

(7)デリバティブ取引 - - -

（*１）負債に計上されているものについては、（ ）で示しております。

（*２）デリバティブを組み込んだ複合金融商品を含めて表示しております。

注）1.金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

(1)現金及び預金、並びに(2)受取手形及び営業未収入金

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、

当該帳簿価額によっております。

(3)投資有価証券

これらの時価について、株式は取引所の価格によっております。

また、当社はデリバティブを組み込んだ複合金融商品をその他有価証券に含め

て表示しておりますが、当該金融商品は組み込まれたデリバティブを合理的に

区分して測定することができないため、全体を取引先金融機関から提示された

価格により評価しております。

(4)支払手形及び営業未払金、並びに(5)短期借入金

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、

当該帳簿価額によっております。

(6)長期借入金（一年以内返済長期借入金を含んでおります。）

長期借入金の時価については、元利金の合計額を同様の新規借入を行った場

合に想定される利率で割り引いて算定する方法によっております。
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変動金利による長期借入金は金利スワップの特例処理の対象とされており（下

記(7)参照）、当該金利スワップと一体として処理された元利金の合計額を、同

様の借入を行った場合に適用される合理的に見積られる利率で割り引いて算定

する方法によっております。

(7)デリバティブ取引

金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と

一体として処理されているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて

記載しております。

2.非上場株式（連結貸借対照表計上額57,240千円）は、市場価格がなく、かつ将

来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極め

て困難と認められるため「(3)投資有価証券 その他有価証券」には含めており

ません。

６．賃貸等不動産に関する注記

1.賃貸等不動産の状況に関する事項

当社は、神奈川県その他の地域において、賃貸用の倉庫・事務所（土地を含

む。）を有しております。

2.賃貸等不動産の時価に関する事項

　 (単位：千円)

連結貸借対照表計上額 時 価

1,730,171 1,406,614

注）1.連結貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額を控除した金額であり

ます。

2.当連結会計年度末の時価は主として「不動産鑑定評価基準」に準じた調査によ

る金額であります。なお、事業用土地の再評価の方法は、「土地の再評価に関す

る法律施行令」（平成10年３月31日公布政令第119号）第２条第１項に定める算

定方法により路線価または固定資産税評価額に基づいて算出しております。

７．１株当たり情報に関する注記

１株当たり純資産額 334円69銭

１株当たり当期純利益 24円51銭
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貸 借 対 照 表

(平成23年３月31日現在)

(単位：千円)

科 目 金 額 科 目 金 額

(資 産 の 部) 9,276,660 (負 債 の 部) 6,240,338

流 動 資 産 4,888,320 流 動 負 債 3,773,933

現 金 及 び 預 金 1,689,859 支 払 手 形 93,555

受 取 手 形 45,400 営 業 未 払 金 1,781,358

営 業 未 収 入 金 2,512,663 短 期 借 入 金 550,000

仕 掛 作 業 支 出 金 181,917 一年以内返済長期借入金 614,663

貯 蔵 品 3,110 リ ー ス 債 務 25,438

関 税 等 立 替 金 310,738 未 払 金 70,928

未 収 入 金 3,369 未 払 法 人 税 等 160,126

繰 延 税 金 資 産 119,652 未 払 費 用 143,919

そ の 他 38,878 関 税 等 預 り 金 24,143

貸 倒 引 当 金 △ 17,268 賞 与 引 当 金 209,260

固 定 資 産 4,388,339 そ の 他 100,538

有 形 固 定 資 産 1,975,759 固 定 負 債 2,466,404

建 物 430,445 長 期 借 入 金 1,206,018

構 築 物 6,017 リ ー ス 債 務 46,449

機 械 及 び 装 置 2,693 再評価に係る繰延税金負債 213,666

車 両 運 搬 具 4 退 職 給 付 引 当 金 889,321

工 具 器 具 及 び 備 品 55,572 長 期 未 払 金 92,990

土 地 1,412,637 そ の 他 17,959

リ ー ス 資 産 68,388

無 形 固 定 資 産 577,783

ソ フ ト ウ ェ ア 421,612 (純 資 産 の 部) 3,036,322

電 話 加 入 権 9,094 株 主 資 本 3,033,262

施 設 利 用 権 147,076 資 本 金 856,050

投資その他の資産 1,834,796 資 本 剰 余 金 625,295

投 資 有 価 証 券 380,025 資 本 準 備 金 625,295

関 係 会 社 株 式 386,601 利 益 剰 余 金 1,552,827

出 資 金 4,890 利 益 準 備 金 140,000

関 係 会 社 出 資 金 78,798 そ の 他 利 益 剰 余 金 1,412,827

従 業 員 長 期 貸 付 金 41,461 別 途 積 立 金 1,100,000

関 係 会 社 長 期 貸 付 金 16,951 繰 越 利 益 剰 余 金 312,827

破 産 更 生 債 権 等 62,546 自 己 株 式 △ 909

差 入 保 証 金 116,043 評価・換算差額等 3,059

繰 延 税 金 資 産 349,463 その他有価証券評価差額金 △ 825

そ の 他 458,778 土 地 再 評 価 差 額 金 3,885

貸 倒 引 当 金 △ 60,764

資 産 合 計 9,276,660 負 債 純 資 産 合 計 9,276,660
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損 益 計 算 書

(平成22年４月１日から平成23年３月31日まで)

(単位：千円)

科 目 金 額

営 業 収 益 16,019,595

営 業 原 価 12,526,680

営 業 総 利 益 3,492,914

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 3,012,170

営 業 利 益 480,744

営 業 外 収 益 25,883

受 取 利 息 及 び 配 当 金 11,986

そ の 他 収 益 13,896

営 業 外 費 用 66,927

支 払 利 息 46,911

複 合 金 融 商 品 評 価 損 8,427

そ の 他 費 用 11,589

経 常 利 益 439,700

特 別 利 益 1,550

投 資 有 価 証 券 売 却 益 1,550

特 別 損 失 53,359

固 定 資 産 除 却 損 1,549

投 資 有 価 証 券 評 価 損 35,739

災 害 に よ る 損 失 8,000

ゴ ル フ 会 員 権 評 価 損 1,350

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 6,720

税 引 前 当 期 純 利 益 387,892

法 人 税、 住 民 税 及 び 事 業 税 213,580

法 人 税 等 調 整 額 △ 40,435

当 期 純 利 益 214,747

― 28 ―

定時株主総会招集通知 （宝印刷）  2011年06月01日 16時06分 $FOLDER; 28ページ （Tess 1.40 20110126_02）



株主資本等変動計算書

(平成22年４月１日から平成23年３月31日まで)

(単位：千円)

株 主 資 本

資本金

資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金

自己株式
株主資本
合 計

資本準備金
資本剰余金
合 計

利益準備金

その他利益剰余金
利益剰余金
合 計

別途積立金
繰越利益
剰 余 金

平成22年３月31日残高 856,050 625,295 625,295 140,000 950,000 313,784 1,403,784 △ 909 2,884,220

当事業年度中の変動額

別途積立金の積立 150,000 △150,000

剰 余 金 の 配 当 △65,705 △65,705 △65,705

当 期 純 利 益 214,747 214,747 214,747

株主資本以外の項目の
事業年度中の変動額
(純額)

事 業 年 度 中 の
変 動 額 合 計

- - - - 150,000 △957 149,042 - 149,042

平成23年３月31日残高 856,050 625,295 625,295 140,000 1,100,000 312,827 1,552,827 △909 3,033,262

評価・換算差額等

純資産合計そ の 他
有 価 証 券
評価差額金

土地再評価
差 額 金

評価・換算
差額等合計

平成22年３月31日残高 13,767 3,885 17,653 2,901,873

当事業年度中の変動額

剰 余 金 の 配 当 △65,705

当 期 純 利 益 214,747

株主資本以外の項目の
事業年度中の変動額
(純額)

△14,593 △14,593 △14,593

事 業 年 度 中 の
変 動 額 合 計

△14,593 - △14,593 134,448

平成23年３月31日残高 △ 825 3,885 3,059 3,036,322

― 29 ―

定時株主総会招集通知 （宝印刷）  2011年06月01日 16時06分 $FOLDER; 29ページ （Tess 1.40 20110126_02）



個 別 注 記 表

１．重要な会計方針

　(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

① 子会社株式及び関連会社株式 移動平均法による原価法

② その他有価証券

時価のあるもの 決算日の市場価格等に基づく時価

法（評価差額は、全部純資産直入

法により処理し、売却原価は、移

動平均法により算定）

時価のないもの 移動平均法による原価法

(2) デリバティブ 時価法

　(3) たな卸資産の評価基準及び評価方法

① 仕掛作業支出金 個別法による原価法

（貸借対照表価額は、収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）

② 貯 蔵 品 最終仕入原価法

（貸借対照表価額は、収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）

　(4) 固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産（リース資産を除く）

定率法

ただし、大阪支店サントリー物流センター・東扇

島倉庫B棟に属する有形固定資産及び平成10年４月

１日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）

は定額法。

なお、主な耐用年数は以下のとおりです。

　 建物 ３～38年

　
② 無形固定資産（リース資産を除く）

施 設 利 用 権 定額法

ソフトウェア 社内における利用可能期間（５年）に基づく定額

法
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③ リ ー ス 資 産 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする
定額法を採用しております。
なお、リース物件の所有権が借主に移転するもの
と認められる以外のファイナンス・リース取引の
うち、リース取引開始日が企業会計基準第13号
「リース取引に関する会計基準」の適用初年度開始
前のリース取引については、通常の賃貸借取引に
係る方法に準じた会計処理によっております。

④ 長期前払費用 定額法

　(5) 引当金の計上基準
① 貸 倒 引 当 金 債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権

については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特
定の債権については個別に回収可能性を勘案し、
回収不能見込額を計上しております。

② 賞 与 引 当 金 従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、
将来の支給見込額のうち当期の負担額を計上して
おります。

③ 退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、当期末における
退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき当期
末において発生していると認められる額を計上し
ております。
なお、会計基準変更時差異（868,893千円）につい
ては15年による按分額を費用処理しております。
数理計算上の差異については、各期の発生時にお
ける従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数
（10年）による按分額をそれぞれ発生の翌期より費
用処理しております。

(6) ヘッジ会計の方法 繰延ヘッジによっております。
なお、金利スワップについては特例処理の要件を
満たす場合は特例処理を採用しております。

(7) 消費税等の会計処理 税抜方式を採用しております。

会計方針の変更
　 （資産除去債務に関する会計基準等）

当事業年度より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号
平成20年３月31日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業
会計基準適用指針第21号 平成20年３月31日）を適用しております。これに
より、当事業年度の営業利益、経常利益がそれぞれ420千円減少し、税引前当
期純利益が7,140千円減少しております。
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　 （企業結合に関する会計基準等）
当事業年度より、「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号

平成20年12月26日）、「『研究開発費等に係る会計基準』の一部改正」（企業会
計基準第23号 平成20年12月26日）、「事業分離等に関する会計基準」（企業会
計基準第７号 平成20年12月26日）及び「企業結合会計基準及び事業分離等
会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号 平成20年12月26
日）を適用しております。

２．貸借対照表に関する注記

(1) 関係会社に対する金銭債権債務 短 期 金 銭 債 権 4,132千円

短 期 金 銭 債 務 876,218千円

長 期 金 銭 債 権 16,951千円

長 期 金 銭 債 務 22,369千円

(2) 有形固定資産の減価償却累計額 822,623千円

(3) 担保に供している資産 建 物 338,994千円

土 地 1,412,512千円

投 資 有 価 証 券 51,667千円

計 1,803,173千円

(上記に対応する債務）

長 期 借 入 金 1,115,000千円
一 年 以 内 返 済
長 期 借 入 金

468,500千円

短 期 借 入 金 450,000千円

計 2,033,500千円
　(4) 事業用土地の再評価

 「土地の再評価に関する法律」（平成10年３月31日公布法律第34号）及び「土地
の再評価に関する法律の一部を改正する法律」（平成11年３月31日公布法律第24
号）に基づき、平成12年３月31日に事業用土地の再評価を行い、土地再評価差額
金を純資産の部に再評価に係る繰延税金負債を負債の部に計上しております。

　 (再評価の方法）
「土地の再評価に関する法律施行令」（平成10年３月31日公布政令第119号）第２
条第１項に定める算定方法により路線価または固定資産税評価額に基づいて算出
しております。
　なお、同法律第10条に定める再評価を行った土地の当期末における時価評価額
（796,213千円）と再評価後の帳簿価額（1,412,637千円）との差額は616,424千円
であります。

３．損益計算書に関する注記

関係会社との取引高 営 業 収 益 63,430千円

営 業 費 用 2,571,449千円

営業取引以外の取引高 39,049千円
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４．株主資本等変動計算書に関する注記

自己株式の種類及び総数 普 通 株 式 2,493株

５．税効果会計に関する注記

　 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な内訳

繰延税金資産

　投資有価証券評価損 19,670千円

　貸倒引当金 18,560千円

　未払事業税 13,209千円

　賞与引当金 84,813千円

　未払法定福利費 11,689千円

　退職給付引当金 360,442千円

　長期未払金 37,688千円

　関係会社出資金評価損 43,043千円

　ゴルフ会員権評価損 45,049千円

　その他 15,670千円

繰延税金資産 小計 649,837千円

　評価性引当額 △ 163,433千円

繰延税金資産 合計 486,403千円

繰延税金負債

　その他有価証券評価差額金 △ 17,287千円

繰延税金負債 合計 △ 17,287千円

繰延税金資産の純額 469,115千円

６．リースにより使用する固定資産に関する注記

　 （貸借対照表に計上したものを除く）

(1) リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・

リース取引に係る注記

(単位：千円)

取得価額相当額 減価償却累計額相当額 期末残高相当額

工具器具及び備品 49,726 47,406 2,319

ソ フ ト ウ ェ ア 645 537 107

車 両 運 搬 具 14,892 13,154 1,737

合 計 65,263 61,099 4,164
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　(2) 未経過リース料期末残高相当額

一 年 内 4,164千円

一 年 超 - 千円

合 計 4,164千円
(注) 取得価額相当額及び未経過リース料期末残高相当額に重要性がないため、

支払利子込み法により算出しております。

　(3) 支払リース料及び減価償却費相当額

支 払 リ ー ス 料 14,990千円

減価償却費相当額 14,990千円

　(4) 減価償却費相当額の算定方法

　 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。

７．関連当事者との取引に関する注記

　 子 会 社

(単位：千円)

会 社 名

議決権等の
所 有
(被 所 有)
割 合 ％

関係内容
取引の内容 取引金額 科 目 期末残高

役員の
兼任等

事業上
の関係

㈱大東物流機工 直接100％
兼任
3名

陸上運送
の下請

運送料の支払
い(注)1

2,447,581 営業未払金 831,952

(注) 1. 当該取引は、いわゆる第三者のための取引であり、一般取引先と同様の取
引条件によっております。

2. 期末残高には、消費税が含まれており、取引金額には含まれておりませ
ん。

８．１株当たり情報に関する注記

１株当たり純資産額 323円 48銭

１株当たり当期純利益 22円 88銭
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(連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書謄本）

独立監査人の監査報告書

平成23年５月17日

大 東 港 運 株 式 会 社

　 取 締 役 会 御 中

新日本有限責任監査法人

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 湯 浅 信 好 ㊞

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 有 川 勉 ㊞

　当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、大東港運株式会社の
平成22年４月１日から平成23年３月31日までの連結会計年度の連結計算書類、
すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及
び連結注記表について監査を行った。この連結計算書類の作成責任は経営者
にあり、当監査法人の責任は独立の立場から連結計算書類に対する意見を表
明することにある。
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に
準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に連結計算書類に重要な
虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、
試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並び
に経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての連結計算書類の
表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表
明のための合理的な基礎を得たと判断している。
　当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と
認められる企業会計の基準に準拠して、大東港運株式会社及び連結子会社か
ら成る企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況をすべ
ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定によ
り記載すべき利害関係はない。

以 上
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(会計監査人の監査報告書謄本)

独立監査人の監査報告書

平成23年５月17日

大 東 港 運 株 式 会 社

　 取 締 役 会 御 中

新日本有限責任監査法人

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 湯 浅 信 好 ㊞

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 有 川 勉 ㊞

　当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、大東港運株式
会社の平成22年４月１日から平成23年３月31日までの第62期事業年度の計算
書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別
注記表並びにその附属明細書について監査を行った。この計算書類及びその
附属明細書の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から
計算書類及びその附属明細書に対する意見を表明することにある。
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に
準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に計算書類及びその附属
明細書に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求め
ている。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及び
その適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体として
の計算書類及びその附属明細書の表示を検討することを含んでいる。当監査
法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断して
いる。
　当監査法人は、上記の計算書類及びその附属明細書が、我が国において一
般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類及びそ
の附属明細書に係る期間の財産及び損益の状況をすべての重要な点において
適正に表示しているものと認める。
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定によ
り記載すべき利害関係はない。

以 上
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(監査役会の監査報告書謄本)

監 査 報 告 書

　当監査役会は、平成22年4月1日から平成23年3月31日までの第62期事業年度の取締役の職務
の執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告書を作成
し、以下のとおり報告いたします。
１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容
　監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果に
ついて報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を
受け、必要に応じて説明を求めました。
　各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に
従い、取締役、内部監査部門その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環
境の整備に努めるとともに、取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等から
その職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲
覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査いたしました。また、事業
報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための
体制その他株式会社の業務の適正を確保するために必要なものとして会社法施行規則第100条
第１項及び第３項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整
備されている体制（内部統制システム）について、取締役及び使用人等からその構築及び運
用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明いたしました。
子会社については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に
応じて子会社から事業の報告を受けました。以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業
報告及びその附属明細書について検討いたしました。
　さらに、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及
び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じ
て説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保する
ための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（平
成17年10月28日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説
明を求めました。以上の方法に基づき、当該事業年度に係る計算書類（貸借対照表、損益計
算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連
結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）について検討
いたしました。
　

２．監査の結果
（１）事業報告等の監査結果

一 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示し
ているものと認めます。

二 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な
事実は認められません。

三 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、
当該内部統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行につい
ても、指摘すべき事項は認められません。

（２）計算書類及びその附属明細書の監査結果
会計監査人新日本有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

（３）連結計算書類の監査結果
会計監査人新日本有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

　
平成23年５月18日

大東港運株式会社 監査役会
常勤監査役(社外監査役) 佐 藤 洋 史 ㊞
社外監査役 福 田 忠 ㊞
社外監査役 宮 本 朝 夫 ㊞

以 上

以 上
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株主総会参考書類

議案および参考事項
第１号議案　取締役７名選任の件
　現任の取締役全員（６名）は、本定時株主総会終結の時をもって任期満了となりま
す。また経営体制の強化のため１名を増員し、取締役７名の選任をお願いするもので
あります。
　取締役候補者は次のとおりであります。

候 補 者

番 号

氏 名

(生年月日)
略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

候補者の所有する

当社の株式数

1
曽 根 好 貞

(昭和34年10月４日生)

昭和57年４月 当社入社

698,000株

平成６年６月 当社取締役

平成９年４月 当社常務取締役

平成10年６月 当社代表取締役副社長

平成11年６月 当社代表取締役社長

平成21年６月 当社代表取締役社長内部監査室担当

平成22年12月 当社代表取締役社長通関総括管理

室・法令監査室担当
現在に至る

2
吉 田 敏 夫

(昭和22年６月18日生)

昭和49年７月 当社入社

33,000株

平成７年４月 当社営業本部営業第二部長

平成13年６月 当社取締役

平成18年６月 当社常務取締役

平成21年６月 当社常務取締役営業第二部・営業第

三部・京葉支店担当
平成22年６月 当社専務取締役内部監査室担当

現在に至る

3
敦 賀 照 光

(昭和27年３月５日生)

昭和50年３月 当社入社

24,000株

平成11年10月 当社営業本部営業第一部長

平成15年４月 当社大阪支店長

平成17年６月 当社取締役

平成21年６月 当社取締役業務部・通関部・横浜支

店・川崎支店・大阪支店担当
平成22年11月 当社取締役業務・通関部門・横浜支

店・川崎支店・京葉支店管掌兼執行

役員業務部・通関第一部・通関第二

部担当兼通関総括管理室長
現在に至る
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候 補 者

番 号

氏 名

(生 年 月 日)
略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

候補者の所有する

当社の株式数

4
相 島 正 宏

(昭和27年７月13日生)

昭和52年４月 株式会社神戸製鋼所入社

-株

平成４年１月 同社鉄鋼事業本部販売本部線材条鋼

販売部線材室長

平成６年１月 同社鉄鋼事業本部生産本部運輸管理

部東京運輸管理室長

平成７年10月 同社鉄鋼事業本部企画管理部物流企

画室長

平成16年１月 同社北海道支店長

平成19年４月 同社鉄鋼部門鉄鋼総括部付（神鋼物

流株式会社総務部担当部長）

平成19年６月 当社取締役

現在に至る

平成21年６月 神鋼物流株式会社取締役総務部・コ

ンプライアンス担当

現在に至る

5
小 野 寺 哲 男

(昭和27年７月20日生)

昭和46年４月 当社入社

28,000株

平成15年４月 当社営業第二部長

平成20年４月 当社営業第四部長

平成20年６月 当社取締役営業第四部長

平成21年６月 当社取締役営業第一部・開発部担当

兼営業第四部長

平成22年７月 当社取締役営業部門・大阪支店管掌

兼執行役員大阪支店担当兼営業第四

部長
現在に至る

6
荻 野 哲 司

(昭和31年７月１日生)

昭和54年４月 株式会社三菱銀行（現株式会社三菱

東京ＵＦＪ銀行）入行

32,000株

平成17年２月 同行田町支社長

平成21年４月 当社入社社長室長

平成21年６月 当社取締役管理部担当兼社長室長

平成22年７月 当社取締役管理部門管掌兼執行役員

管理部・経理部担当兼社長室長
現在に至る

7
持 田 哲 夫

(昭和28年６月６日生)

昭和56年２月 当社入社

8,000株
平成15年４月 当社営業第三部長

平成22年７月 当社執行役員兼営業第三部長

現在に至る
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(注) 1. 取締役候補者相島正宏氏は、社外取締役候補者であります。
　 2. 取締役候補者相島正宏氏は神鋼物流株式会社取締役を兼務しております。

神鋼物流株式会社と当社との間には、運送料、構内作業料等の収入およ
び事務所賃借料の支払いについて取引関係にあります。
なお、相島正宏氏は平成23年６月17日付で神鋼物流株式会社の常勤監査
役に就任の予定であります。

3. 社外取締役候補者に関する特記事項は以下のとおりであります。
　 社外取締役候補者の選任理由等について

① 相島正宏氏には株式会社神戸製鋼所での豊富な経験と幅広い見識
を当社の経営にいかしていただくため、社外取締役として選任をお
願いするものであります。

② 相島正宏氏は株式会社神戸製鋼所および神鋼物流株式会社での経
験と実行力をもって、当社においてもその見識や実績をいかし、社
外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断して
おります。

③ 相島正宏氏の当社社外取締役就任期間は、本定時株主総会の終結
の時をもって４年となります。

4. その他の取締役候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
なお、会社法施行規則第74条に定める、取締役の選任に関する議案に記
載すべき事項につきましては、上記の他に特記すべき事項はありません。
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第２号議案　監査役２名選任の件
　現任の監査役３名のうち、福田 忠、宮本朝夫の両氏は、本定時株主総会終結の時
をもって任期満了となりますので、監査役２名の選任をお願いするものであります。
　本議案の提出につきましては、あらかじめ監査役会の同意を得ております。
　監査役候補者は次のとおりであります。

候 補 者

番 号

氏 名

(生 年 月 日)
略歴、地位及び重要な兼職の状況

候補者の所有する

当社の株式数

1
福 田 忠

(昭和４年12月10日生)

昭和28年４月 株式会社大和銀行（現株式会社りそ

な銀行）入行

10,000株

昭和56年９月 同行香港支店長

昭和58年６月 野村貿易株式会社専務取締役

昭和60年７月 同社代表取締役副社長

平成３年６月 野村オートリース株式会社取締役社

長
平成６年６月 同社取締役相談役

平成７年７月 YWK国際商事有限公司顧問

平成16年６月 当社監査役

現在に至る

2
宮 本 朝 夫

(昭和15年３月18日生)

昭和38年４月 株式会社三菱銀行（現株式会社三菱

東京UFJ銀行）入行

3,000株

昭和58年10月 同行戸塚支店長

昭和60年５月 菱光証券株式会社（現三菱UFJ証券株

式会社）法人部長（出向）
昭和61年９月 同社検査部検査役

平成３年３月 株式会社林建設経理部長（出向）

平成４年５月 同社経営相談所所長代理

平成５年５月 文化産業信用組合理事（出向）

平成11年６月 同信用組合常務理事

平成13年６月 同信用組合専務理事

平成16年１月 サムカワフードプランニング株式会

社常勤監査役
平成17年６月 当社監査役

現在に至る

(注) 1. 各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
2. 福田 忠、宮本朝夫の両氏は、社外監査役候補者であります。

　 3. 社外監査役候補者に関する特記事項は以下のとおりであります。
　 社外監査役候補者の選任理由等について
　 ① 福田 忠氏は銀行業務を歴任した経験から財務面において高い見

識を有しており、当社の監査体制の強化にいかしていただくため、
社外監査役として選任をお願いするものであります。
　なお、同氏の当社社外監査役就任期間は本定時株主総会終結の時
をもって７年となります。
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　 ② 宮本朝夫氏は銀行業務を歴任した経験から財務面において高い見
識を有しており、当社の監査体制の強化にいかしていただくため、
社外監査役として選任をお願いするものであります。
　なお、同氏の当社社外監査役就任期間は本定時株主総会終結の時
をもって６年となります。

なお、会社法施行規則第76条に定める、監査役の選任に関する議案に記
載すべき事項につきましては、上記の他に特記すべき事項はありません。

　

第３号議案　補欠監査役１名選任の件
　現在の補欠監査役選任の効力は本定時株主総会開始の時までとなっております。法
令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第２項の規定に
基づき、平成22年６月29日開催の第61回定時株主総会において選任いただいた補欠監
査役花田富夫氏の選任をあらためてお願いするものであります。なお、本議案につき
ましてはあらかじめ監査役会の同意を得ております。
　補欠監査役候補者は、次のとおりであります。

氏 名

(生 年 月 日)
略歴及び重要な兼職の状況

候補者の所有する

当社の株式数

花 田 富 夫

(昭和20年６月13日生)

昭和39年４月 札幌国税局総務部総務課入局

-株

平成５年７月 神奈川税務署総務課長

平成10年７月 日野税務署副署長

平成15年７月 麻布税務署副署長（総務・広報広聴、

管理・徴収担当）

平成16年９月 花田富夫税理士事務所開設

平成17年１月 当社顧問税理士

現在に至る

(注) 1. 補欠監査役候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
2. 花田富夫氏は、補欠の社外監査役候補者であります。
3. 花田富夫氏は、税理士としての専門知識・経験等を有しているととも

に経営に関する高い見識を有しており、これらの知識・見識を当社の
監査体制の強化にいかしていただくため補欠の社外監査役候補者とし
ました。なお、同氏は会社経営に関与したことはありませんが、上記
の理由により、社外監査役としての職務を遂行することができると判
断しております。

　 以 上
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株主総会会場ご案内図

会場 東京都港区芝浦三丁目16番18号

ホテルJALシティ田町・東京 ３階

電話 03－5444－0202(代)

●最寄駅

JR山 手 線 ・ 京 浜 東 北 線「田町駅」下車 徒歩約８分

都営地下鉄三田線・浅草線「三田駅」下車 徒歩約12分
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